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輸⼊植物検疫規程
〔昭和25年7⽉8⽇ 農林省告⽰第206号〕

沿⾰
昭和27年07⽉01⽇ 農林省告⽰第  290号〔第1次改正〕
昭和33年12⽉22⽇ 農林省告⽰第1061号〔第2次改正〕
昭和46年01⽉30⽇ 農林省告⽰第  178号〔第3次改正〕
昭和46年10⽉28⽇ 農林省告⽰第1812号〔第4次改正〕
昭和47年06⽉27⽇ 農林省告⽰第1001号〔第5次改正〕
昭和47年12⽉23⽇ 農林省告⽰第2453号〔第6次改正〕

 昭和59年10⽉29⽇ 農林⽔産省告⽰第2168号〔第7次改正〕
昭和60年06⽉07⽇ 農林⽔産省告⽰第  853号〔第8次改正〕
平成04年06⽉15⽇ 農林⽔産省告⽰第  715号〔第9次改正〕
平成07年01⽉18⽇ 農林⽔産省告⽰第    82号〔第10次改正〕
平成07年06⽉16⽇ 農林⽔産省告⽰第  802号〔第11次改正〕
平成09年03⽉10⽇ 農林⽔産省告⽰第  352号〔第12次改正〕
平成09年08⽉04⽇ 農林⽔産省告⽰第1245号〔第13次改正〕
平成10年11⽉16⽇ 農林⽔産省告⽰第1749号〔第14次改正〕
平成15年08⽉29⽇ 農林⽔産省告⽰第1327号〔第15次改正〕
平成17年04⽉01⽇ 農林⽔産省告⽰第  672号〔第16次改正〕
平成18年02⽉01⽇ 農林⽔産省告⽰第  113号〔第17次改正〕
平成18年07⽉28⽇ 農林⽔産省告⽰第1048号〔第18次改正〕
平成18年10⽉06⽇ 農林⽔産省告⽰第1352号〔第19次改正〕
平成19年03⽉30⽇ 農林⽔産省告⽰第  400号〔第20次改正〕
平成20年09⽉04⽇ 農林⽔産省告⽰第1378号〔第21次改正〕
平成23年03⽉07⽇ 農林⽔産省告⽰第  543号〔第22次改正〕
平成24年07⽉25⽇ 農林⽔産省告⽰第1832号〔第23次改正〕
平成26年07⽉31⽇ 農林⽔産省告⽰第1048号〔第24次改正〕
平成28年05⽉24⽇ 農林⽔産省告⽰第1243号〔第25次改正〕
令和02年05⽉11⽇ 農林⽔産省告⽰第  937号〔第26次改正〕
令和02年07⽉09⽇ 農林⽔産省告⽰第1298号〔第27次改正〕

 （検査する数量及び⽅法）
第⼀条  植物防疫法（以下「法」という。）第⼋条の検査は、植物⼜は輸⼊禁⽌品の種類別に別表第⼀に掲げる数量について⾏う。

 2  法第⼋条の検査は、次の各号のいずれかに該当するときは、第⼀項の規定にかかわらず、別表第⼀に掲げる数量未満について⾏うことができるものと
する。

⼀  輸⼊しようとする植物に添附された法第六条第⼀項の検査証明書⼜はその写しに輸出国政府機関による検査の実施を確認した旨の植物防疫官の
付記がなされている場合
⼆  輸⼊しようとする植物に特別な検疫上の措置がなされているときその他取締上⽀障がないと認められる場合

3  さつまいも、ばれいしよ、果樹、さとうきび及びグラジオラス、すいせん、ゆり、チユーリツプその他の球根類並びにげんげ、⽶、⻨、雑穀、穀粉、
ぬか、ふすま、搾油かす、コプラについて⾏う法第⼋条の検査は次の⽅法による。

⼀  さつまいも及び果樹については検疫有害動植物の付着するものを廃棄し、⼜は消毒した後隔離栽培を⾏つて検査する。
⼆  ばれいしよ及びさとうきびについては、検疫有害動植物の付着するものを廃棄し、⼜は消毒した後、栽培の⽤に供しないと認められるもの以外
のものにつき、隔離栽培を⾏つて検査する。
三  グラジオラスの球根については外⽪を除いた後、すいせんの球根については温湯浸せきを⾏つた後検査する。なお、ウイルス病にり病している
球根があると認められるものについては、更に隔離栽培を⾏つて検査する。
四  ゆり、チユーリツプ及びその他の球根類については、検査した後、ウイルス病にり病している球根があると認められるものにつき、更に隔離栽
培を⾏つて検査する。
五  げんげの種⼦は、⽐重⼀・⼀〇の塩⽔選を⾏つて検査する。
六  ⽶、⻨、雑穀、穀粉、ぬか、ふすま、搾油かす及びコプラは、陸揚前に綿密に予備検査を⾏つた後検査する。

 （検査合格の基準）
第⼆条  法第⼋条の検査は、次の各号に該当する場合を合格とする。

⼀  検疫有害動植物がない場合
⼆  法第七条第⼀項の輸⼊禁⽌品でない場合
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三  法第四条第⼆項⼜は第九条第⼀項の規定による消毒（くん蒸、除去等の措置を含む。以下同じ。）を実施して検疫有害動植物が死滅し、⼜は除
去されたものと確認される場合

（廃棄消毒等処分の基準）
第三条  法第四条第⼆項⼜は法第九条第⼀項の規定による処分は、次の各号に掲げる基準により⾏う。

⼀  植物防疫法施⾏規則（昭和⼆⼗五年農林省令第七⼗三号。以下「規則」という。）別表⼆に掲げる検疫有害動植物を発⾒したときにあつてはそ
の荷⼝の全部の焼却（焼却と同⼀の効果のある煮沸、海没、埋没、くん蒸等の措置を含む。以下本条中同じ。）
⼆  前号の場合において当該検疫有害動植物が僅少であるときその他取締上⽀障がないと認めたときにあつては当該荷⼝の全部⼜は⼀部（取締上必
要な範囲に限る。以下同じ。）の消毒⼜は焼却
三  ⼟が付着し、⼜は混⼊しているときにあつては当該荷⼝の全部⼜は⼀部の焼却
四  第⼀号の検疫有害動植物以外の検疫有害動植物を発⾒したときにあつてはその種類及び植物別に別表第⼆に掲げる措置
五  前号の場合において当該検疫有害動植物が僅少であるときその他取締上⽀障がないときにあつては当該検疫有害動植物の付着しているものの全
部⼜は⼀部の消毒⼜は焼却

2  植物防疫官は、⾷糧⽤に供するか穀類⼜は製油原料に、検疫有害動植物を発⾒した場合であつて、当該植物が直ちに、製粉され、製⻨され、⼜は搾油
され、かつ、きよう雑物及び精選かすの焼却並びに⿇袋その他の包装物の消毒措置が⾏われるときは、前項の規定にかかわらず合格とすることがある。
3  植物防疫官は、当該植物⼜は容器包装を所有し、若しくは管理する者の申請があつた場合において、監督及び取締上適当であると認められるときは、
第⼀項の規定にかかわらず積戻を許可し、⼜はかん詰若しくはびん詰等の材料として使⽤することを許可することができる。

（消毒⽅法の基準）
第四条  法第四条第⼆項⼜は法第九条第⼀項の規定による消毒は、別表第三に掲げる⽅法を基準とする。但し、植物防疫官は、消毒施設の周囲の状況、
構造及び組材、消毒すべき物件の数量⼜は処理温度を勘案して当該基準を変更することがある。
2  法第九条第⼀項の規定に基づいて⾏なうくん蒸は、植物防疫所（那覇植物防疫事務所を含む。）の施設⼜は別表第四に掲げる基準に該当する構造を具
備する倉庫若しくは別表第五に掲げる基準に該当する構造を具備するサイロであつて植物防疫官が指定するものにおいて⾏なうものとする。

（検査証明書を必要とする国）
第五条  法第六条第⼀項第⼀号の植物検疫について政府機関を有しない国は、次に掲げられていない国である。
インド、インドネシア、カンボジア、北朝鮮、シンガポール、スリランカ、タイ、⼤韓⺠国、台湾、中華⼈⺠共和国、ネパール、パキスタン、バングラ
デシュ、東ティモール、フィリピン、ブータン、ブルネイ、ベトナム、⾹港、マレーシア、ミャンマー、モルディブ、モンゴル、アフガニスタン、アラ
ブ⾸⻑国連邦、イエメン、イスラエル、イラク、イラン、オマーン、カタール、クウェート、サウジアラビア、シリア、トルコ、バーレーン、ヨルダ
ン、ラオス、レバノン、アイスランド、アイルランド、アゼルバイジャン、アルバニア、アルメニア、アンドラ、イタリア、ウクライナ、ウズベキスタ
ン、英国、英領チャネル諸島、エストニア、オーストリア、オランダ、カザフスタン、北マケドニア共和国、キプロス、ギリシャ、キルギス、クロアチ
ア、ジョージア、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、セルビア、タジキスタン、チェコ、デンマーク、ドイツ、トルクメニス
タン、ノルウェー、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベラルーシ、ベルギー、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポーランド、ポルトガ
ル、マルタ、モルドバ、モンテネグロ、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルーマニア、ルクセンブルク、ロシア、アルジェリア、アンゴ
ラ、ウガンダ、エジプト、エスワティニ、エチオピア、エリトリア、ガーナ、カーボベルデ、ガボン、カメルーン、ガンビア、ギニア、ギニアビサウ、
ケニア、コートジボワール、コモロ、コンゴ共和国、コンゴ⺠主共和国、ザンビア、サントメ・プリンシペ、シエラレオネ、ジブチ、ジンバブエ、スー
ダン、セーシェル、⾚道ギニア、セネガル、ソマリア、タンザニア、チャド、中央アフリカ、チュニジア、トーゴ、ナイジェリア、ナミビア、ニジェー
ル、ブルキナファソ、ブルンジ、ベナン、ボツワナ、マダガスカル、マラウイ、マリ、南アフリカ共和国、モーリシャス、モーリタニア、モザンビー
ク、モロッコ、リビア、リベリア、ルワンダ、レソト、レユニオン、アメリカ合衆国、カナダ、バミューダ諸島、アメリカ領バージン諸島、アルゼンチ
ン、アンギラ、アンティグア・バーブーダ、ウルグアイ、英領バージン諸島、エクアドル、エルサルバドル、オランダ領アンティル、ガイアナ、キュー
バ、グアテマラ、グアドループ、グレナダ、ケイマン諸島、コスタリカ、コロンビア、ジャマイカ、スリナム、セントクリストファー・ネービス、セン
トビンセント、セントルシア、タークス諸島・カイコス諸島、チリ、ドミニカ、ドミニカ共和国、トリニダード・トバゴ、ニカラグア、ハイチ、パナ
マ、バハマ、パラグアイ、バルバドス、プエルトリコ、ブラジル、フランス領ギアナ、ベネズエラ、ベリーズ、ペルー、ボリビア、ホンジュラス、マル
ティニーク、メキシコ、モントセラト、アメリカ領サモア、オーストラリア、北マリアナ諸島、キリバス、グアム、クック諸島、サモア、ソロモン、ツ
バル、トケラウ諸島、トンガ、ナウル、ニウエ、ニューカレドニア、ニュージーランド、バヌアツ、パプアニューギニア、パラオ、フィジー、フランス
領ポリネシア、マーシャル、ミクロネシア、ワリス・フテュナ諸島

（検疫の対象とならない植物）
第六条  次の各号に掲げる物は、法第⼆条第⼀項の植物に該当しない。

⼀  製材、防腐⽊材、⽊⼯品、⽵⼯品及び家具什器等の加⼯品
⼆  ⽊材こん包材（加⼯⼜は処理が⾏われていない⽊材を⽤いて製造された、パレット、ダンネージ、⽊枠、こん包ブロック、ドラム、⽊箱、積載
板、パレットカラー、スキッドその他のこん包材にあつては、⽣産国において国際植物防疫条約に基づき設置された植物検疫措置に関する委員会が
定める植物検疫措置に関する国際基準第⼗五（ISPM⼗五）の付属書⼀の規定に適合する消毒が⾏われ、かつ、当該国際基準第⼗五の付属書⼆の規
定に適合する⽅式による表⽰が付されているものに限る。）
三  籐及びコルク
四  ⿇袋、綿、綿布、へちま製品、紙、ひも、綱等の繊維製品及び粗繊維（原綿を含む。）であつて植物の包装材料として使⽤されたことのないも
の。
五  製茶、ホツプの乾花及び乾たけのこ
六  発酵処理されたバニラビーン
七  亜硫酸、アルコール、酢酸、砂糖、塩等につけられた植物
⼋  あんず、いちじく、かき、しなさるなし、すもも、なし、なつめ、なつめやし、パインアツプル、バナナ、パパイヤ、ぶどう、マンゴウ、もも
及びりゆうがんの乾果
九  ココやしの内果⽪を粒状にしたもの
⼗  乾燥した⾹⾟料であつて⼩売⽤の容器に密封されているもの

（有害植物の範囲）
第七条  左の各号に掲げる物は、法第⼆条第⼆項の有害植物に該当しない。

⼀  有⽤植物を直接⼜は間接に害しないちやわんたけ等の真菌、むらさきほこりかび等の粘菌、及びバチルス・フオスフオロイス等の細菌
⼆  死滅した有害植物
三  まつたけ、きくらげ、マツシユルーム等の⾷⽤菌及び醸造⽤として使⽤する菌類
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四  ペニシリン、ストレプトマイシン等の薬剤を製造するのに使⽤する有⽤菌及び薬⽤地⾐類
 
（有害動物の範囲）
第⼋条  左の各号に掲げる物は、法第⼆条第三項の有害動物に該当しない。

⼀  有⽤植物を直接に害しない、しみ、むかで、ひる等
⼆  死滅した有害動物
三  ひまさん、モルモツト等の有⽤動物

 
（輸⼊禁⽌品の範囲）
第九条  法第七条第⼀項第三号の⼟には、次に掲げる物を含まない。陶⼟、りん鉱、けいそう⼟、ボーキサイド、有機質を混⼊しない砂れき
 
 
    前  ⽂（抄）〔昭和三三年⼀⼆⽉⼆⼆⽇農林省告⽰第⼀〇六⼀号〕
昭和三⼗四年⼀⽉⼀⽇から施⾏する。
    前  ⽂（抄）〔昭和四六年⼀⽉三〇⽇農林省告⽰第⼀七⼋号〕
昭和四⼗六年三⽉⼀⽇から施⾏する。
    附  則〔昭和四六年⼀〇⽉⼆⼋⽇農林省告⽰第⼀⼋⼀⼆号〕
輸⼊植物検疫規程別表第三の⼗七の項の消毒⽅法の基準については、昭和四⼗六年⼗⼀⽉⼗五⽇までは、なお従前の例によることができる。
    前  ⽂（抄）〔昭和五九年⼀〇⽉⼆九⽇農林⽔産省告⽰第⼆⼀六⼋号〕
昭和五⼗九年⼗⼀⽉⼀⽇から施⾏する。
    前  ⽂（抄）〔昭和六〇年六⽉七⽇農林⽔産省告⽰第⼋五三号〕
昭和六⼗年六⽉⼗⽇から施⾏する。
    前  ⽂（抄）〔平成四年六⽉⼀五⽇農林⽔産省告⽰第七⼀五号〕
平成四年七⽉⼀⽇から施⾏する。
    前  ⽂（抄）〔平成七年⼀⽉⼀⼋⽇農林⽔産省告⽰第⼋⼆号〕
平成七年⼆⽉⼗七⽇から施⾏する。
    前  ⽂（抄）〔平成七年六⽉⼀六⽇農林⽔産省告⽰第⼋〇⼆号〕
平成七年七⽉⼗七⽇から施⾏する。
    前  ⽂（抄）〔平成九年三⽉⼀〇⽇農林⽔産省告⽰第三五⼆号〕
平成九年四⽉⼀⽇から施⾏する。
    前  ⽂（抄）〔平成九年⼋⽉四⽇農林⽔産省告⽰第⼀⼆四五号〕
平成⼗年四⽉⼀⽇から施⾏する。
    前  ⽂（抄）〔平成⼀〇年⼀⼀⽉⼀六⽇農林⽔産省告⽰第⼀七四九号〕
平成⼗年⼗⼆⽉⼀⽇から施⾏する。
    前  ⽂（抄）〔平成⼀⼋年七⽉⼆⼋⽇農林⽔産省告⽰第⼀〇四⼋号〕
平成⼗⼋年⼋⽉⼗⽇から施⾏する。
    前  ⽂（抄）〔平成⼀⼋年⼀〇⽉六⽇農林⽔産省告⽰第⼀三五⼆号〕
平成⼗九年四⽉⼀⽇から施⾏する。
    前  ⽂（抄）〔平成⼀九年三⽉三〇⽇農林⽔産省告⽰第四〇〇号〕
平成⼗九年四⽉⼗⼆⽇から施⾏する。
    前  ⽂（抄）〔平成⼆〇年九⽉四⽇農林⽔産省告⽰第⼀三七⼋号〕
平成⼆⼗年九⽉⼗⼀⽇から施⾏する。
    前  ⽂（抄）〔平成⼆三年三⽉七⽇農林⽔産省告⽰第五四三号〕
平成⼆⼗三年九⽉七⽇から施⾏する。
    前  ⽂〔抄〕〔平成⼆四年七⽉⼆五⽇農林⽔産省告⽰第⼀⼋三⼆号〕
平成⼆⼗五年⼀⽉⼆⼗五⽇から施⾏する。
    前  ⽂（抄）〔平成⼆⼋年五⽉⼆四⽇農林⽔産省告⽰第⼀⼆四三号〕
公布の⽇から施⾏する。
    前  ⽂（抄）〔令和⼆年五⽉⼀⼀⽇農林⽔産省告⽰第九三七号〕
公布の⽇から施⾏する。
    前  ⽂（抄）〔令和⼆年七⽉九⽇農林⽔産省告⽰第⼀⼆九⼋号〕
公布の⽇から施⾏する。
 
 
別表第⼀  検査すべき数量〔第⼀条〕

 植物の種類  検査荷⼝の⼤きさ  検査する数量

⼀ 果樹類の植
物及びさし
⽊、ほ⽊、だ
い⽊、その他
根、茎、葉等
の植物の部分
であって栽培
の⽤に供する
もの

1 くるみ、なし、ぶどう、も
も、りんご、かんきつ類等 － 全量

2 アボカド、キウイフルー
ツ、パインアップル、フェイ
ジョア、マンゴウ等

 九⼆〇本未満

九⼆〇本以上 ⼀、⼋四⼀本未満

⼀、⼋四⼀本以上 四、六〇⼀本未満

四、六〇⼀本以上 九、⼆〇⼀本未満

九、⼆〇⼀本以上  
 

五〇％以上

四六〇本以上

五七〇本以上

七五〇本以上

九⼆〇本以上
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⼆ 特⽤作物及
びその部分で
あって栽培の
⽤に供するも
の

くわ、さとうきび、ちゃ等  九⼆〇本未満

九⼆〇本以上 ⼀、⼋四⼀本未満

⼀、⼋四⼀本以上 四、六〇⼀本未満

四、六〇⼀本以上 九、⼆〇⼀本未満

九、⼆〇⼀本以上  
 

五〇％以上

四六〇本以上

五七〇本以上

七五〇本以上

九⼆〇本以上
 

三 前各項に掲
げる植物以外
の樹⽊類及び
その部分であ
って栽培の⽤
に供するもの 

1 いちょう、すぎ、そてつ、
つばき、まつ、やし類等 

 ⼀、〇〇〇本未満

⼀、〇〇〇本以上 ⼀、⼋四⼀本未満

⼀、⼋四⼀本以上 四、六〇⼀本未満

四、六〇⼀本以上 九、⼆〇⼀本未満

九、⼆〇⼀本以上 ⼆四、〇〇⼀本未満

⼆四、〇〇⼀本以上  
 

三〇％以上

三〇〇本以上

四〇〇本以上

五〇〇本以上

六〇〇本以上

⼋〇〇本以上
 

2 ドラセナ、めやし、ユッカ
等 

 ⼀、〇〇〇本未満

⼀、〇〇〇本以上 六、〇〇⼀本未満

六、〇〇⼀本以上 九、⼆〇⼀本未満

九、⼆〇⼀本以上  
 

三〇％以上

三〇〇本以上

三五〇本以上

四〇〇本以上
 

四 さつまいも
及びばれいし
ょの⽣茎及び
⽣塊根⼜は⽣
塊茎（栽培の
⽤に供しない
と認められる
ものを除く。 

－ － 全量

五 球根類及び
その部分であ
って栽培の⽤
に供するもの 

アマリリス、グラジオラス、
クロッカス、すいせん、ダリ
ア、チューリップ、にんに
く、ヒアシンス、ゆり等 

 ⼀、〇〇〇個未満

⼀、〇〇〇個以上 四、〇〇⼀個未満

四、〇〇⼀個以上 ⼀〇、〇〇⼀個未満

⼀〇、〇〇⼀個以上 ⼆〇、〇〇⼀個未満

⼆〇、〇〇⼀個以上 四〇、〇〇⼀個未満

四〇、〇〇⼀個以上  
 

三〇％以上

三〇〇個以上

四五〇個以上

六〇〇個以上

七五〇個以上

九〇〇個以上
 

六 前各項に掲
げるもの以外
の植物及びそ
の部分であっ
て栽培の⽤に
供するもの 

1 すいれん、たぬきも等  ⼀、〇〇〇本未満

⼀、〇〇〇本以上 六、〇〇⼀本未満

六、〇〇⼀本以上 九、⼆〇⼀本未満

九、⼆〇⼀本以上  
 

三〇％以上

三〇〇本以上

三五〇本以上

四〇〇本以上
 

2 前号に掲げるもの以外の植
物

 ⼀、〇〇〇本未満

⼀、〇〇〇本以上 ⼀、⼋四⼀本未満

⼀、⼋四⼀本以上 四、六〇⼀本未満

四、六〇⼀本以上 九、⼆〇⼀本未満

九、⼆〇⼀本以上 ⼆四、〇〇⼀本未満

⼆四、〇〇⼀本以上  
 

三〇％以上

三〇〇本以上

四〇〇本以上

五〇〇本以上

六〇〇本以上

⼋〇〇本以上
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七 種⼦であっ
て栽培の⽤に
供するもの

1 いね、おおむぎ及びこむぎ  ⼀〇キログラム未満

⼀〇キログラム以上 五〇〇キログラム未満

五〇〇キログラム以上 ⼀、五〇〇キログラム未満

⼀、五〇〇キログラム以上 七、五〇〇キログラム未満

七、五〇〇キログラム以上 ⼆〇、〇〇〇キログラム未満

⼆〇、〇〇〇キログラム以上  
 

⼆〇％以上

⼆キログラム以上

四キログラム以上

六キログラム以上

⼀〇キログラム以上

⼀四キログラム以上
 

2 前号に掲げるもの以外の植
物

 ⼀〇キログラム未満

⼀〇キログラム以上 五〇〇キログラム未満

五〇〇キログラム以上 ⼀、五〇〇キログラム未満

⼀、五〇〇キログラム以上 七、五〇〇キログラム未満

七、五〇〇キログラム以上 ⼆〇、〇〇〇キログラム未満

⼆〇、〇〇〇キログラム以上  
 

⼀〇％以上

⼀キログラム以上

⼆キログラム以上

三キログラム以上

五キログラム以上

七キログラム以上
 

⼋ 特殊容器に
封⼊された植
物及びその部
分であって栽
培の⽤に供す
るもの

試験管等に培養⼜は密封され
ているすべての植物 

 ⼆〇〇個未満

⼆〇〇個以上 ⼀、〇〇⼀個未満

⼀、〇〇⼀個以上  
 

三％以上

六個以上

⼀⼆個以上
 

九 切り花及び
切り枝等の⾮
栽培⽤植物で
あって観賞の
⽤に供するも
の 

1 カトレア、カーネーショ
ン、きく、コトネアスター、
しだ、デンドロビューム、ば
ら、ライラック等

 ⼀、五〇〇本未満

⼀、五〇〇本以上 ⼀〇、〇〇⼀本未満

⼀〇、〇〇⼀本以上 三〇、〇〇⼀本未満

三〇、〇〇⼀本以上 七五、〇〇⼀本未満

七五、〇〇⼀本以上  
 

⼆〇％以上

三〇〇本以上

三五〇本以上

四〇〇本以上

四五〇本以上
 

2 ヘリコニア、もみ等であっ
て⼤型のもの

 三七五本未満

三七五本以上 ⼆、〇〇⼀本未満

⼆、〇〇⼀本以上 七、五〇⼀本未満

七、五〇⼀本以上  
 

⼆〇％以上

七五本以上

⼀〇〇本以上

⼀五〇本以上
 

⼗ ⽣果実及び
⽣野菜

1 オレンジ、かりん、グレー
プフルーツ、なし、ぶんた
ん、ポンカン、まるめろ、り
んご、レモン等

 ⼆〇〇キログラム未満

⼆〇〇キログラム以上 ⼀、〇〇〇キログラム未満

⼀、〇〇〇キログラム以上 ⼆、〇〇〇キログラム未満

⼆、〇〇〇キログラム以上 五、〇〇〇キログラム未満

五、〇〇〇キログラム以上 ⼀〇、〇〇〇キログラム未満

⼀〇、〇〇〇キログラム以上 ⼆〇、〇〇〇キログラム未満

⼆〇、〇〇〇キログラム以上 六〇、〇〇〇キログラム未満

六〇、〇〇〇キログラム以上 ⼀⼆〇、〇〇〇キログラム未満

⼀⼆〇、〇〇〇キログラム以上 ⼆〇〇、〇〇〇キログラム未満

⼆〇〇、〇〇〇キログラム以上 三六〇、〇〇〇キログラム未満

三六〇、〇〇〇キログラム以上  
 

⼆〇％以上

四〇キログラム以上

六〇キログラム以上

⼋〇キログラム以上

⼀三〇キログラム以上

⼀⼋〇キログラム以上

⼆⼆〇キログラム以上

三〇〇キログラム以上

三七〇キログラム以上

四五〇キログラム以上

五〇〇キログラム以上
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2 あんず、いちじく、うめ、
きんかん、さくらんぼ、ぶど
う、もも、ライム等

 ⼀〇〇キログラム未満

⼀〇〇キログラム以上 ⼀、〇〇〇キログラム未満

⼀、〇〇〇キログラム以上 ⼆、〇〇〇キログラム未満

⼆、〇〇〇キログラム以上 五、〇〇〇キログラム未満

五、〇〇〇キログラム以上 ⼀〇、〇〇〇キログラム未満

⼀〇、〇〇〇キログラム以上 ⼆〇、〇〇〇キログラム未満

⼆〇、〇〇〇キログラム以上 六〇、〇〇〇キログラム未満

六〇、〇〇〇キログラム以上 ⼀⼆〇、〇〇〇キログラム未満

⼀⼆〇、〇〇〇キログラム以上  
 

⼆〇％以上

⼆〇キログラム以上

三〇キログラム以上

四〇キログラム以上

六〇キログラム以上

九〇キログラム以上

⼀⼀〇キログラム以上

⼀五〇キログラム以上

⼀⼋〇キログラム以上
 

3 キウイフルーツ、こけも
も、すぐり、ブルーベリー等
及び細断された⽣果実

 五〇キログラム未満

五〇キログラム以上 ⼆、〇〇〇キログラム未満

⼆、〇〇〇キログラム 五、〇〇〇キログラム未満

五、〇〇〇キログラム以上 ⼀〇、〇〇〇キログラム未満

⼀〇、〇〇〇キログラム以上 ⼆〇、〇〇〇キログラム未満

⼆〇、〇〇〇キログラム以上 六〇、〇〇〇キログラム未満

六〇、〇〇〇キログラム以上 ⼀⼆〇、〇〇〇キログラム未満

⼀⼆〇、〇〇〇キログラム以上  
 

⼆〇％以上

⼀〇キログラム以上

⼀五キログラム以上

⼆〇キログラム以上

三〇キログラム以上

四〇キログラム以上

五〇キログラム以上

六〇キログラム以上
 

4 ココやし、ドリアン、バナ
ナ、パインアップル等

 ⼀〇〇キログラム未満

⼀〇〇キログラム以上 ⼀、〇〇〇キログラム未満

⼀、〇〇〇キログラム以上 ⼆、〇〇〇キログラム未満

⼆、〇〇〇キログラム以上 五、〇〇〇キログラム未満

五、〇〇〇キログラム以上 ⼀〇、〇〇〇キログラム未満

⼀〇、〇〇〇キログラム以上 ⼆〇、〇〇〇キログラム未満

⼆〇、〇〇〇キログラム以上 六〇、〇〇〇キログラム未満

六〇、〇〇〇キログラム以上 ⼀⼆〇、〇〇〇キログラム未満

⼀⼆〇、〇〇〇キログラム以上 ⼆四〇、〇〇〇キログラム未満

⼆四〇、〇〇〇キログラム以上  
 

⼆〇％以上

⼆〇キログラム以上

三〇キログラム以上

四〇キログラム以上

六〇キログラム以上

九〇キログラム以上

⼀⼀〇キログラム以上

⼀五〇キログラム以上

⼀⼋〇キログラム以上

⼆⼆〇キログラム以上
 

5 アボカド、パパイヤ、マン
ゴウ、りゅうがん、れいし等

 七五キログラム未満

七五キログラム以上 ⼀、〇〇〇キログラム未満

⼀、〇〇〇キログラム以上 ⼆、〇〇〇キログラム未満

⼆、〇〇〇キログラム以上 五、〇〇〇キログラム未満

五、〇〇〇キログラム以上 ⼀〇、〇〇〇キログラム未満

⼀〇、〇〇〇キログラム以上 ⼆〇、〇〇〇キログラム未満

⼆〇、〇〇〇キログラム以上 六〇、〇〇〇キログラム未満

六〇、〇〇〇キログラム以上 ⼀⼆〇、〇〇〇キログラム未満

⼀⼆〇、〇〇〇キログラム以上  
 

⼆〇％以上

⼀五キログラム以上

⼆〇キログラム以上

三〇キログラム以上

四〇キログラム以上

六〇キログラム以上

七〇キログラム以上

⼀〇〇キログラム以上

⼀⼆〇キログラム以上
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6 かぼちゃ、すいか、メロン
等

⼆〇〇キログラム未満

⼆〇〇キログラム以上 ⼀、〇〇〇キログラム未満

⼀、〇〇〇キログラム以上 ⼆、〇〇〇キログラム未満

⼆、〇〇〇キログラム以上 五、〇〇〇キログラム未満

五、〇〇〇キログラム以上 ⼀〇、〇〇〇キログラム未満

⼀〇、〇〇〇キログラム以上 ⼆〇、〇〇〇キログラム未満

⼆〇、〇〇〇キログラム以上 六〇、〇〇〇キログラム未満

六〇、〇〇〇キログラム以上 ⼀⼆〇、〇〇〇キログラム未満

⼀⼆〇、〇〇〇キログラム以上

⼆〇％以上

四〇キログラム以上

六〇キログラム以上

⼋〇キログラム以上

⼀三〇キログラム以上

⼀⼋〇キログラム以上

⼆⼆〇キログラム以上

三〇〇キログラム以上

三七〇キログラム以上

7 エンダイブ、かぶ、キャベ
ツ、きゅうり、さといも、し
ょうが、セロリー、たまね
ぎ、トマト、なす、にんじ
ん、にんにく、はくさい、ば
れいしょ（栽培の⽤に供しな
いと認められるものに限
る。）レタス等

⼀〇〇キログラム未満

⼀〇〇キログラム以上 ⼀、〇〇〇キログラム未満

⼀、〇〇〇キログラム以上 ⼆、〇〇〇キログラム未満

⼆、〇〇〇キログラム以上 五、〇〇〇キログラム未満

五、〇〇〇キログラム以上 ⼀〇、〇〇〇キログラム未満

⼀〇、〇〇〇キログラム以上 ⼆〇、〇〇〇キログラム未満

⼆〇、〇〇〇キログラム以上 六〇、〇〇〇キログラム未満

六〇、〇〇〇キログラム以上 ⼀⼆〇、〇〇〇キログラム未満

⼀⼆〇、〇〇〇キログラム以上

⼆〇％以上

⼆〇キログラム以上

三〇キログラム以上

四〇キログラム以上

六〇キログラム以上

九〇キログラム以上

⼀⼀〇キログラム以上

⼀五〇キログラム以上

⼀⼋〇キログラム以上

8 あさつき、アスパラガス、
アーティチョーク、うど、は
なやさい、ブロッコリー、ま
だけ、みょうが、らっきょ
う、リーキ等

七五キログラム未満

七五キログラム以上 ⼀、〇〇〇キログラム未満

⼀、〇〇〇キログラム以上 ⼆、〇〇〇キログラム未満

⼆、〇〇〇キログラム以上 五、〇〇〇キログラム未満

五、〇〇〇キログラム以上 ⼀〇、〇〇〇キログラム未満

⼀〇、〇〇〇キログラム以上 ⼆〇、〇〇〇キログラム未満

⼆〇、〇〇〇キログラム以上 六〇、〇〇〇キログラム未満

六〇、〇〇〇キログラム以上 ⼀⼆〇、〇〇〇キログラム未満

⼀⼆〇、〇〇〇キログラム以上

⼆〇％以上

⼀五キログラム以上

⼆〇キログラム以上

三〇キログラム以上

五〇キログラム以上

七〇キログラム以上

九〇キログラム以上

⼀三〇キログラム以上

⼀六〇キログラム以上

9 いちご、えんどう、おく
ら、とうがらし、しそ、チコ
リ、芽キャベツ等及び細断さ
れた野菜類

七五キログラム未満

七五キログラム以上 ⼆、〇〇〇キログラム未満

⼆、〇〇〇キログラム以上 五、〇〇〇キログラム未満

五、〇〇〇キログラム以上 ⼀〇、〇〇〇キログラム未満

⼀〇、〇〇〇キログラム以上 ⼆〇、〇〇〇キログラム未満

⼆〇、〇〇〇キログラム以上 六〇、〇〇〇キログラム未満

六〇、〇〇〇キログラム以上 ⼀⼆〇、〇〇〇キログラム未満

⼀⼆〇、〇〇〇キログラム以上

⼆〇％以上

⼀五キログラム以上

⼆〇キログラム以上

三〇キログラム以上

四五キログラム以上

五五キログラム以上

⼋〇キログラム以上

⼀〇〇キログラム以上

⼗⼀ か穀類の
種⼦であって
栽培の⽤に供
さないもの
（ひき割り、
粉砕等の⼀次
加⼯品を含
む。

1 精⽶、モルト等 ⼀⼆〇キログラム未満

⼀⼆〇キログラム以上 ⼆〇、〇〇〇キログラム未満

⼆〇、〇〇〇キログラム以上 七〇、〇〇〇キログラム未満

七〇、〇〇〇キログラム以上 五〇〇、〇〇〇キログラム未満

五〇〇、〇〇〇キログラム以上 ⼆、〇〇〇、〇〇〇キログラム未満

⼆、〇〇〇、〇〇〇キログラム以上 四、〇〇〇、〇〇〇キログラム未満

四、〇〇〇、〇〇〇キログラム以上 ⼀〇、〇〇〇、〇〇〇キログラム未満

⼀〇、〇〇〇、〇〇〇キログラム以上

五％以上

六キログラム以上

⼀〇キログラム以上

⼀五キログラム以上

三〇キログラム以上

四五キログラム以上

六〇キログラム以上

⼋〇キログラム以上
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2 いね（精⽶を除く。）、お
おむぎ、こむぎ、とうもろこ
し等

六〇キログラム未満

六〇キログラム以上 ⼀、〇〇〇キログラム未満

⼀、〇〇〇キログラム以上 四、〇〇〇キログラム未満

四、〇〇〇キログラム以上 ⼆〇、〇〇〇キログラム未満

⼆〇、〇〇〇キログラム以上 七〇、〇〇〇キログラム未満

七〇、〇〇〇キログラム以上 五〇〇、〇〇〇キログラム未満

五〇〇、〇〇〇キログラム以上 ⼆、〇〇〇、〇〇〇キログラム未満

⼆、〇〇〇、〇〇〇キログラム以上 四、〇〇〇、〇〇〇キログラム未満

四、〇〇〇、〇〇〇キログラム以上 ⼀〇、〇〇〇、〇〇〇キログラム未満

⼀〇、〇〇〇、〇〇〇キログラム以上 ⼆〇、〇〇〇、〇〇〇キログラム未満

⼆〇、〇〇〇、〇〇〇キログラム以上

⼀〇％以上

六キログラム以上

⼋キログラム以上

⼀⼆キログラム以上

⼆〇キログラム以上

三〇キログラム以上

六〇キログラム以上

九〇キログラム以上

⼀⼆〇キログラム以上

⼀六〇キログラム以上

⼆〇〇キログラム以上

⼗⼆ ⾖類の種
⼦であって栽
培の⽤に供さ
ないもの（だ
いずを除きひ
き割り、粉砕
等の⼀次加⼯
品を含む。）

 あずき、いんげんまめ、え
んどう、ささげ、そらまめ、
らいまめ、らっかせい、りょ
くとう等

六〇キログラム未満

六〇キログラム以上 ⼋〇〇キログラム未満

⼋〇〇キログラム以上 ⼆、〇〇〇キログラム未満

⼆、〇〇〇キログラム以上 七、〇〇〇キログラム未満

七、〇〇〇キログラム以上 ⼆〇、〇〇〇キログラム未満

⼆〇、〇〇〇キログラム以上 ⼀〇〇、〇〇〇キログラム未満

⼀〇〇、〇〇〇キログラム以上 五〇〇、〇〇〇キログラム未満

五〇〇、〇〇〇キログラム以上 ⼆、〇〇〇、〇〇〇キログラム未満

⼆、〇〇〇、〇〇〇キログラム以上

⼀〇％以上

六キログラム以上

九キログラム以上

⼀⼆キログラム以上

⼀⼋キログラム以上

⼆七キログラム以上

四五キログラム以上

⼋〇キログラム以上

⼀⼆〇キログラム以上

⼗三 油料種⼦
であって栽培
の⽤に供さな
いもの及び肥
料⽤⼜は飼料
⽤植物

1 あぶらな、あま、ごま、コ
プラ、だいず、ひま、べにば
な等

六〇キログラム未満

六〇キログラム以上 ⼀、〇〇〇キログラム未満

⼀、〇〇〇キログラム以上 四、〇〇〇キログラム未満

四、〇〇〇キログラム以上 ⼆〇、〇〇〇キログラム未満

⼆〇、〇〇〇キログラム以上 七〇、〇〇〇キログラム未満

七〇、〇〇〇キログラム以上 五〇〇、〇〇〇キログラム未満

五〇〇、〇〇〇キログラム以上 ⼆、〇〇〇、〇〇〇キログラム未満

⼆、〇〇〇、〇〇〇キログラム以上 四、〇〇〇、〇〇〇キログラム未満

四、〇〇〇、〇〇〇キログラム以上 ⼀〇、〇〇〇、〇〇〇キログラム未満

⼀〇、〇〇〇、〇〇〇キログラム以上 ⼆〇、〇〇〇、〇〇〇キログラム未満

⼆〇、〇〇〇、〇〇〇キログラム以上

⼀〇％以上

六キログラム以上

⼋キログラム以上

⼀⼆キログラム以上

⼆〇キログラム以上

三〇キログラム以上

六〇キログラム以上

九〇キログラム以上

⼀⼆〇キログラム以上

⼀六〇キログラム以上

⼆〇〇キログラム以上

2 アルファルファヘイキュー
ブ、アルファルファペレッ
ト、⽶ぬか、⼤⾖かす、ふす
ま等

六〇キログラム未満

六〇キログラム以上 四、〇〇〇キログラム未満

四、〇〇〇キログラム以上 ⼆〇、〇〇〇キログラム未満

⼆〇、〇〇〇キログラム以上 七〇、〇〇〇キログラム未満

七〇、〇〇〇キログラム以上 五〇〇、〇〇〇キログラム未満

五〇〇、〇〇〇キログラム以上 ⼆、〇〇〇、〇〇〇キログラム未満

⼆、〇〇〇、〇〇〇キログラム以上 四、〇〇〇、〇〇〇キログラム未満

四、〇〇〇、〇〇〇キログラム以上 ⼀〇、〇〇〇、〇〇〇キログラム未満

⼀〇、〇〇〇、〇〇〇キログラム以上 ⼆〇、〇〇〇、〇〇〇キログラム未満

⼆〇、〇〇〇、〇〇〇キログラム以上

⼀〇％以上

六キログラム以上

九キログラム以上

⼀五キログラム以上

⼆五キログラム以上

四五キログラム以上

七〇キログラム以上

九〇キログラム以上

⼀⼆〇キログラム以上

⼀五〇キログラム以上
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3 アルファルファ、チモシー
等の乾草 

 三〇〇キログラム未満

三〇〇キログラム以上 三、〇〇〇キログラム未満

三、〇〇〇キログラム以上 ⼆四、〇〇〇キログラム未満

⼆四、〇〇〇キログラム以上 ⼆〇〇 、〇〇〇キログラム未満

⼆〇〇、〇〇〇キログラム以上  
 

⼀〇％以上

三〇キログラム以上

六〇キログラム以上

⼀⼆〇キログラム以上

⼆四〇キログラム以上

⼗四 殻果類の
種⼦であって
栽培の⽤に供
さないもの 

1 くり、くるみ等  三〇〇キログラム未満

三〇〇キログラム以上 ⼋〇〇キログラム未満

⼋〇〇キログラム以上 ⼆、〇〇〇キログラム未満

⼆、〇〇〇キログラム以上 七、〇〇〇キログラム未満

七、〇〇〇キログラム以上 ⼆〇、〇〇〇キログラム未満

⼆〇、〇〇〇キログラム以上 ⼀〇〇、〇〇〇キログラム未満

⼀〇〇、〇〇〇キログラム以上 五〇〇、〇〇〇キログラム未満

五〇〇、〇〇〇キログラム以上 ⼆、〇〇〇、〇〇〇キログラム未満

⼆、〇〇〇、〇〇〇キログラム以上  
 

⼀〇％以上

三〇キログラム以上

四五キログラム以上

六〇キログラム以上

九〇キログラム以上

⼀五〇キログラム以上

⼆五〇キログラム以上

四〇〇キログラム以上

六〇〇キログラム以上
 

2 いちょう、カシューナッ
ツ、はしばみ、ペカン、むき
ぐり、むきぐるみ等

 六〇キログラム未満

六〇キログラム以上 ⼀、〇〇〇キログラム未満

⼀、〇〇〇キログラム以上 四、〇〇〇キログラム未満

四、〇〇〇キログラム以上 ⼆〇、〇〇〇キログラム未満

⼆〇、〇〇〇キログラム以上 七〇、〇〇〇キログラム未満

七〇、〇〇〇キログラム以上 三〇〇、〇〇〇キログラム未満

三〇〇、〇〇〇キログラム以上  
 

⼀〇％以上

六キログラム以上

⼋キログラム以上

⼀⼆キログラム以上

⼆〇キログラム以上

三〇キログラム以上

五〇キログラム以上
 

⼗五 し好品・
⾹⾟料及び薬
料・染料類で
あって栽培の
⽤に供さない
もの

うこん、くちなし、コーヒー
⾖、ココア⾖、こしょう、薬
⽤にんじん等

 六〇キログラム未満

六〇キログラム以上 ⼀、〇〇〇キログラム未満

⼀、〇〇〇キログラム以上 四、〇〇〇キログラム未満

四、〇〇〇キログラム以上 ⼆〇、〇〇〇キログラム未満

⼆〇、〇〇〇キログラム以上 七〇、〇〇〇キログラム未満

七〇、〇〇〇キログラム以上 三〇〇、〇〇〇キログラム未満

三〇〇、〇〇〇キログラム以上 九〇〇、〇〇〇キログラム未満

九〇〇、〇〇〇キログラム以上  
 

⼀〇％以上

六キログラム以上

⼋キログラム以上

⼀⼆キログラム以上

⼆〇キログラム以上

三〇キログラム以上

五〇キログラム以上

七〇キログラム以上
 

⼗六 乾燥植物
類（乾燥牧草
を除く。）

1 乾燥果実及び乾燥野菜、そ
ばがら、葉たばこ、みずご
け、もみがら等及びさく葉標
本

 五キログラム未満

五キログラム以上 五〇〇キログラム未満

五〇〇キログラム以上 四、〇〇〇キログラム未満

四、〇〇〇キログラム以上 ⼆〇、〇〇〇キログラム未満

⼆〇、〇〇〇キログラム以上 七〇、〇〇〇キログラム未満

七〇、〇〇〇キログラム以上 ⼀六〇、〇〇〇キログラム未満

⼀六〇、〇〇〇キログラム以上  
 

⼀〇％以上

〇・五キログラム以上

⼀キログラム以上

⼆キログラム以上

三キログラム以上

五キログラム以上

七キログラム以上
 

2 乾燥花き  ⼆〇キログラム未満

⼆〇キログラム以上 ⼀六〇キログラム未満

⼀六〇キログラム以上 ⼀、〇〇〇キログラム未満

⼀、〇〇〇キログラム以上 四、〇〇〇キログラム未満

四、〇〇〇キログラム以上 ⼆〇、〇〇〇キログラム未満

⼆〇、〇〇〇キログラム以上  
 

⼀〇％以上

⼆キログラム以上

四キログラム以上

⼋キログラム以上

⼀⼆キログラム以上

⼆〇キログラム以上
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⼗七 わら類 稲わら、⻨わら及びなわ、む
しろその他のわら⼯品

三〇〇キログラム未満

三〇〇キログラム以上 三、〇〇〇キログラム未満

三、〇〇〇キログラム以上 ⼆四、〇〇〇キログラム未満

⼆四、〇〇〇キログラム以上 ⼆〇〇、〇〇〇キログラム未満

⼆〇〇、〇〇〇キログラム以上

⼀〇％以上

三〇キログラム以上

六〇キログラム以上

⼀⼆〇キログラム以上

⼆四〇キログラム以上

⼗⼋ ⽊材 1 南洋材、⽶材、北洋材等 三、〇〇〇本未満

三、〇〇〇本以上 ⼋、〇〇⼀本未満

⼋、〇〇⼀本以上 ⼀六、〇〇⼀本未満

⼀六、〇〇⼀本以上 三〇、〇〇⼀本未満

三〇、〇〇⼀本以上

⼀〇％以上

三〇〇本以上

四〇〇本以上

五〇〇本以上

六〇〇本以上

2 まだけ、もうそうちく等 ⼆〇〇キログラム未満

⼆〇〇キログラム以上 ⼋〇〇キログラム未満

⼋〇〇キログラム以上 ⼆、〇〇〇キログラム未満

⼆、〇〇〇キログラム以上 七、〇〇〇キログラム未満

七、〇〇〇キログラム以上 ⼆〇、〇〇〇キログラム未満

⼆〇、〇〇〇キログラム以上 七〇、〇〇〇キログラム未満

七〇、〇〇〇キログラム以上 ⼀⼋〇、〇〇〇キログラム未満

⼀⼋〇、〇〇〇キログラム以上

⼀〇％以上

⼆〇キログラム以上

三〇キログラム以上

四〇キログラム以上

六〇キログラム以上

九〇キログラム以上

⼀⼆〇キログラム以上

⼀⼋〇キログラム以上

⼗九 前各項に
掲げるもの以
外の植物及び
容器包装

 －

⼀〇〇キログラム未満

⼀〇〇キログラム以上 ⼋〇〇キログラム未満

⼋〇〇キログラム以上 ⼆、〇〇〇キログラム未満

⼆、〇〇〇キログラム以上 七、〇〇〇キログラム未満

七、〇〇〇キログラム以上 ⼆〇、〇〇〇キログラム未満

⼆〇、〇〇〇キログラム以上 七〇、〇〇〇キログラム未満

七〇、〇〇〇キログラム以上 ⼀⼋〇、〇〇〇キログラム未満

⼀⼋〇、〇〇〇キログラム以上

⼀〇％以上

⼀〇キログラム以上

⼀五キログラム以上

⼆〇キログラム以上

三〇キログラム以上

四五キログラム以上

六〇キログラム以上

九〇キログラム以上

⼆⼗ 輸⼊を許
可された輸⼊
禁⽌品

 －  － 全量

⼆⼗⼀ 植物検
疫についての
政府機関を有
しない国から
輸⼊される前
各項に掲げる
もの

 －  －

前各項の検査荷⼝の⼤
きさごとに掲げる最⼩
数量の⼆倍以上

本表…全部改正〔昭和⼆七年七⽉農林省告⽰⼆九〇号〕、⼀部改正〔昭和三三年⼀⼆⽉農林省告⽰⼀〇六⼀号・四七年六⽉⼀〇〇⼀号・六〇年六⽉農林
⽔産省告⽰⼋五三号〕、全部改正〔平成四年六⽉農林⽔産省告⽰七⼀五号・平成九年三⽉三五⼆号〕、⼀部改正〔平成⼀⼋年⼆⽉⼀⼀三号〕

別表第⼆  第三条第⼀項第四号の規定する措置の基準
植物の種類 検疫有害動植物 措置

⼀ 果樹類の植物及び
さし⽊、ほ⽊、だい
⽊、その他根、茎、
葉等の植物の部分で
あって栽培の⽤に供
するもの

1 くるみ、なし、ぶどう、も
も、りんご、かんきつ類等

ミカンクロトゲコナジラミ、モモキバガ

キシレーラ・ファスティディオーサ、デウテロフォーマ・
トラケイフィラ、ウメ輪紋ウイルス

検査荷⼝の全部の焼却

ブドウオオハリセンチュウ 検査荷⼝の全部⼜はすべての植物の
地下部の焼却
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オティオリンクス・シングラリス、ブドウネアブラムシ、
ヨーロッパリンゴアブラムシ、リンゴコカクモンハマキ、
ルリカミキリ

カンキツそうか病菌、根頭がんしゅ病菌、カンキツトリス
テザウイルス

検疫有害動物の付着している検査荷
⼝の全部のくん蒸⼜は焼却。検疫有
害植物の付着している検査荷⼝の全
部⼜は検疫有害植物の付着している
ものの薬剤処理⼜は焼却

2 アボカド、キウイフルー
ツ、パインアップル、フェイ
ジョア、マンゴウ等

ロセリニア・ブノデス 検査荷⼝の全部の焼却

キフィネマ・ブレウィコレ 検査荷⼝の全部⼜はすべての植物の
地下部の焼却

オリゴニクス・コフェアエ、オリーブカタカイガラムシ、
オルタガ・エクスウィナケア、シイノコキクイムシ、ディ
アクリシア・インウェスティゴトルム

エリスリシウム・サルモニカラー、アボカド斑点細菌病
菌、トマト⻩化えそウイルス

検疫有害動物の付着している検査荷
⼝の全部のくん蒸⼜は焼却。検疫有
害植物の付着している検査荷⼝の全
部⼜は検疫有害植物の付着している
ものの薬剤処理⼜は焼却

⼆ 特⽤作物及びその
部分であって栽培の
⽤に供するもの

くわ、さとうきび、ちゃ等 モロコシマダラメイガ

サトウキビフィジー病ウイルス

検査荷⼝の全部の焼却

テムズネコブセンチュウ 検査荷⼝の全部⼜はすべての植物の
地下部の焼却

ゼウゼラ・コフェアエ、チャドクガ

紫紋⽻病菌、根頭がんしゅ病菌、サトウキビモザイクウイ
ルス

検疫有害動物の付着している検査荷
⼝の全部のくん蒸⼜は焼却。検疫有
害植物の付着している検査荷⼝の全
部⼜は検疫有害植物の付着している
ものの薬剤処理⼜は焼却

三 前各項に掲げる植
物以外の樹⽊類及び
その部分であって栽
培の⽤に供するもの

1 いちょう、すぎ、そてつ、
つばき、まつ、やし類等

シロヘリクチブトゾウムシ

ニレ⽴枯病菌

検査荷⼝の全部の焼却

キタネコブセンチュウ 検疫有害動物の付着している検査荷
⼝の全部⼜は検疫有害動物の付着し
ている植物の地下部の焼却 

アメリカマツノキクイムシ、キナラ・ストロビ、トドハト
ジワタアブラムシ、パラクレメンシア・アケリフォリエ
ラ、マイマイガ、マツコックス・レシノサエ、ヨーロッパ
ニレノキクイムシ

紫紋⽻病菌、モミ類がんしゅ病菌 

検疫有害動物の付着している検査荷
⼝の全部のくん蒸⼜は焼却。検疫有
害植物の付着している検査荷⼝の全
部⼜は検疫有害植物の付着している
ものの薬剤処理⼜は焼却 

2 ドラセナ、めやし、ユッカ
等

ロセリニア・ブノデス 検査荷⼝の全部の焼却 

キシレボルス・フェルギネウス、ドクガ、ファスス・マラ
バリクス、ヤシクビレマルカイガラムシ、ヤシツノアブラ
ムシ

⽩絹病菌、根頭がんしゅ病菌

検疫有害動物の付着している検査荷
⼝の全部のくん蒸⼜は焼却。検疫有
害植物の付着している検査荷⼝の全
部⼜は検疫有害植物の付着している
ものの薬剤処理⼜は焼却 

四 さつまいも及びば
れいしょの⽣茎及び
⽣塊根⼜は⽣塊茎
（栽培の⽤に供さな
いものを含む。）

－ シロヘリクチブトゾウムシ

フザリウム・オキシスポラム分化型テューベロッシ

検査荷⼝の全部の焼却

カロコリス・ノルウェギクス、コレオコリス・フスクス、
サツマイモアザミウマ、ディヌロトリプス・ホオケリ、マ
ルクビクシコメツキ

ジャガイモ疫病菌、サツマイモ⽴枯病菌、ジャガイモ輪腐
病菌、ジャガイモ葉巻ウイルス

検疫有害動物の付着している検査荷
⼝の全部のくん蒸⼜は焼却。検疫有
害植物の付着している検査荷⼝の全
部⼜は検疫有害植物の付着している
ものの薬剤処理⼜は焼却

五 球根類及びその部
分であって栽培の⽤
に供するもの

アマリリス、グラジオラス、
クロッカス、すいせん、ダリ
ア、チューリップ、にんに
く、ヒアシンス、ゆり等

シロヘリクチブトゾウムシ

ドレクスレラ・イリディス

検査荷⼝の全部の焼却
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チューリップサビダニ、エウメルス・アモエヌス、コブア
シハイジマハナアブ、シリッタ・ピピエンス、スイセンハ
ナアブ

スクレロティニア・バルボラム、フィトフトーラ・エリス
ロセプティカ、ヒアシンス⻩腐病菌、タバコ茎えそウイル
ス

検疫有害動物の付着している検査荷
⼝の全部のくん蒸、熱処理⼜は焼
却。検疫有害植物の付着している検
査荷⼝の全部⼜は検疫有害植物の付
着しているものの薬剤処理⼜は焼却

炭そ病菌 検疫有害植物の付着している検査荷
⼝の全部⼜は検疫有害植物の付着し
ているものの焼却 

六 前各項に掲げるも
の以外の植物及びそ
の部分であって栽培
の⽤に供するもの

1 すいれん、たぬきも等 ウスバキトビケラ

スイレン葉腐病菌

検疫有害動物の付着している検査荷
⼝の全部のくん蒸⼜は焼却。検疫有
害植物の付着している検査荷⼝の全
部⼜は検疫有害植物の付着している
ものの薬剤処理⼜は焼却 

2 前号に掲げるもの以外の植
物 

アフリカマイマイ、サビイロカスミカメ

カーネーションリングスポットウイルス

検査荷⼝の全部の焼却

オンブバッタ

キク半⾝萎ちょう病菌、カーネーション萎ちょう細菌病菌

検疫有害動物の付着している検査荷
⼝の全部のくん蒸⼜は焼却。検疫有
害植物の付着している検査荷⼝の全
部⼜は検疫有害植物の付着している
ものの薬剤処理⼜は焼却

七 種⼦であって栽培
の⽤に供するもの

1 いね、おおむぎ及びこむぎ ティレチア・インディカ 検査荷⼝の全部の焼却 

コムギツブセンチュウ、グラナリアコクゾウムシ、コクゾ
ウモドキ、スジコナマダラメイガ

イネいもち病菌、コムギなまぐさ⿊穂病菌

検疫有害動物の付着している検査荷
⼝の全部のくん蒸、熱処理⼜は焼
却。検疫有害植物の付着している検
査荷⼝の全部⼜は検疫有害植物の付
着しているものの薬剤処理⼜は焼却

⻨⾓病菌 検疫有害植物の付着している植物が
〇・〇五％以上あるときは、検査荷
⼝の全部の熱処理、粉砕処理⼜は焼
却若しくは検疫有害植物の付着して
いるものの焼却 

2 前号に掲るもの以外の植物 ディプロディア・マイディス、スイートピー帯化病菌 検査荷⼝の全部の焼却 

ベントグラスセンチュウ、アカイロマメゾウムシ、アルフ
ァルファタネコバチ、カシノシマメイガ、グラナリアコク
ゾウムシ、ダシネウラ・レグミニコラ、ヒレミア・アント
ラキナ、モモブトジマメゾウムシ、リモニウス・カリフォ
ルニクス

テンサイ褐斑病菌、キャベツ⿊腐病菌、キュウリ緑斑モザ
イクウイルス

検疫有害動物の付着している検査荷
⼝の全部のくん蒸、熱処理⼜は焼
却。検疫有害植物の付着している検
査荷⼝の全部⼜は検疫有害植物の付
着しているものの熱処理、薬剤処理
⼜は焼却 

ダイズべと病菌、トウモロコシ⿊穂病菌 検疫有害植物の付着している植物が
⼀％以上あるときは、検査荷⼝の全
部⼜は検疫有害植物の付着している
ものの熱処理、薬剤処理⼜は焼却 

⼋ 特殊容器に封⼊さ
れた植物及びその部
分であって栽培の⽤
に供するもの 

試験管等に培養⼜は密封され
ているすべての植物 

－ 前各号に掲げた植物の種類及び検疫
有害動植物の種類別に掲げた措置 

九 切り花及び切り枝
等の⾮栽培⽤植物で
あって観賞の⽤に供
するもの

1 カトレア、カーネーショ
ン、きく、コトネアスター、
しだ、デンドロビューム、ば
ら、ライラック等

2 ヘリコニア、もみ等であっ
て⼤型のもの 

シロヘリクチブトゾウムシ、サビイロカスミカメ

ディボトリオン・モルボスム

検査荷⼝の全部の焼却
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アウトプルシア・エゲナ、キクヒメヒゲナガアブラムシ、
コウモリガ、トリオザ・アピカリス、バクテリセラ・コク
ケレリ、バクテリセラ・ニグリコルニス、バラシロハマ
キ、パラフィトミザ・ディアントコラ、フェナコックス・
ゴシピイ、マクロシフム・ロサエ、リンキテス・ビコロル
 
カトレア褐⾊腐敗病菌、バラ枝枯病菌、カーネーション萎
ちょう細菌病菌

検疫有害動物の付着している検査荷
⼝の全部のくん蒸⼜は焼却。検疫有
害植物の付着している検査荷⼝の全
部⼜は検疫有害植物の付着している
ものの薬剤処理⼜は焼却

⼗ ⽣果実及び⽣野菜 1 オレンジ、かりん、グレー
プフルーツ、なし、ぶんた
ん、ポンカン、まるめろ、り
んご、レモン等
 
2 あんず、いちじく、うめ、
きんかん、さくらんぼ、ぶど
う、もも、ライム等
 
3 キウイフルーツ、こけも
も、すぐり、ブルーベリー等
及び細断された⽣果実 

カリブミバエ、スモモゾウムシ、ナタールミバエ、モモキ
バガ、ヨーロッパオウトウミバエ、リンゴミバエ

検査荷⼝の全部の焼却

エピディアスピス・レペリイ、グラフォリタ・パカルデ
ィ、クルミマダラメイガ、フランクリニエラ・ウァッキニ
イ、ミカンキジラミ、ミカンコナカイガラムシ、ミカンワ
タコナジラミ
 
カンキツ⿊星病菌、フィトフトーラ・シリンガエ、モモせ
ん孔細菌病菌

検疫有害動物の付着している検査荷
⼝の全部のくん蒸⼜は焼却。検疫有
害植物の付着している検査荷⼝の全
部⼜は検疫有害植物の付着している
ものの焼却

⿊腐病菌 検疫有害植物の付着しているものの
焼却

4 ココやし、ドリアン、バナ
ナ、パインアップル等
 
5 アボカド、パパイヤ、マン
ゴウ、りゅうがん、れいし
等 

ニシインドミバエ、バクトロケラ・パシフロラエ、フタス
ジマンゴウミバエ、メキシコミバエ

検査荷⼝の全部の焼却

クロスジコバネアブラムシ、ココアホソガ、バナナコナカ
イガラムシ
 
フィトフトーラ・シナモミ、アボカド斑点細菌病菌

検疫有害動物の付着している検査荷
⼝の全部のくん蒸⼜は焼却。検疫有
害植物の付着している検査荷⼝の全
部⼜は検疫有害植物の付着している
ものの焼却

⿊腐病菌 検疫有害植物の付着しているものの
焼却

6 かぼちゃ、すいか、メロン
等
 
7 エンダイブ、かぶ、キャベ
ツ、きゅうり、さといも、し
ょうが、セロリー、たまね
ぎ、トマト、なす、にんじ
ん、にんにく、はくさい、レ
タス等
 
8 あさつき、アスパラガス、
アーティチョーク、うど、は
なやさい、ブロッコリー、ま
だけ、みょうが、らっきょ

う、リーキ等
 
9 いちご、えんどう、おく
ら、とうがらし、しそ、チコ
リ、芽キャベツ等及び細断さ
れた野菜類

ヘテロデラ・クルキフェラエ、イチゴクチブトゾウムシ、
オオモンシロチョウ、ジャガイモヒメヨコバイ、トウガラ
シミバエ、バクトロケラ・ククミス

検査荷⼝の全部の焼却

テトラニクス・パキフィクス、トマトキバガ、トリオザ・
アピカリス、バクテリセラ・コクケレリ、バクテリセラ・
ニグリコルニス、フランクリニエラ・スクルツェイ、ヤサ
イゾウムシ
 
ダイコン萎⻩病菌、ハクサイ⿊斑病菌、ピティウム・オリ
ガンドラム、トマトかいよう病菌

検疫有害動物の付着している検査荷
⼝の全部のくん蒸⼜は焼却。検疫有
害植物の付着している検査荷⼝の全
部⼜は検疫有害植物の付着している
ものの焼却

クロツヤバエ、トウヨウヒメハナバエ 検疫有害動物の付着している検査荷
⼝の全部のくん蒸⼜は検疫有害動物
の付着しているものの焼却。検疫有
害植物の付着しているものの焼却

⼗⼀ か穀類の種⼦で
あって栽培の⽤に供
さないもの（ひき割
り、粉砕等の⼀次加
⼯品を含む。）

1 精⽶、モルト等
 
2 いね（精⽶を除く。）、お
おむぎ、こむぎ、とうもろこ
し等

マジョルカコマイマイ、グラナリアコクゾウムシ、コクゾ
ウモドキ、スジコナマダラメイガ、トリボリウム・デスト
ルクトル、ヒメアカカツオブシムシ、ファラクソノタ・キ
ルスキ

検疫有害動物の付着している検査荷
⼝の全部のくん蒸、熱処理⼜は焼却

⼗⼆ ⾖類の種⼦であ
って栽培の⽤に供さ
ないもの（だいずを
除きひき割り、粉砕
等の⼀次加⼯品を含
む。）

あずき、いんげんまめ、えん
どう、ささげ、そらまめ、ら
いまめ、らっかせい、りょく
とう等

ノシメマダラメイガ、ハイイロマメゾウムシ、ブラジルマ
メゾウムシ、モモブトジマメゾウムシ

検疫有害動物の付着している検査荷
⼝の全部のくん蒸、熱処理⼜は焼却
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⼗三 油料種⼦であっ
て栽培の⽤に供さな
いもの及び肥料⽤⼜
は飼料⽤植物

1 あぶらな、あま、ごま、コ
プラ、だいず、ひま、べにば
な等

オオコナナガシンクイムシ、グラナリアコクゾウムシ、ノ
シメマダラメイガ、ヒメアカカツオブシムシ、プティヌ
ス・フル

検疫有害動物の付着している検査荷
⼝の全部のくん蒸、熱処理⼜は焼却 

2 アルファルファヘイキュー
ブ、アルファルファペレッ
ト、⽶ぬか、⼤⾖かす、ふす
ま等

オーストラリアヒョウホンムシ、スジマダラメイガ、ヒメ
アカカツオブシムシ

検疫有害動物の付着している検査荷
⼝の全部のくん蒸⼜は焼却

3 アルファルファ、チモシー
等の乾草 

アメリカコバネナガカメムシ、サビイロカスミカメ 検査荷⼝の全部の焼却 

マジョルカコマイマイ、イネミズゾウムシ、ヒプソピギ
ア・コスタリス

検疫有害動物の付着している検査荷
⼝の全部のくん蒸⼜は焼却 

⼗四 殻果類の種⼦で
あって栽培の⽤に供
さないもの
 

1 くり、くるみ等 キディア・カリアナ、クルクリオ・ダウィディ、クルミマ
ダラメイガ、クルミミバエ

検疫有害動物の付着している検査荷
⼝の全部のくん蒸⼜は焼却

2 いちょう、カシューナッ
ツ、はしばみ、ペカン、むき
ぐり、むきぐるみ等

カシノシマメイガ、コクゾウモドキ、ホソカクムネヒラタ
ムシ

検疫有害動物の付着している検査荷
⼝の全部のくん蒸⼜は焼却

⼗五 し好品・⾹⾟料
及び薬料・染料類で
あって栽培の⽤に供
さないもの

うこん、くちなし、コーヒー
⾖、ココア⾖、こしょう、薬
⽤にんじん等

ウガンダカクムネヒラタムシ、カシノシマメイガ、コーヒ
ーノミキクイムシ、コクゾウモドキ、ステファノデレス・
コフェアエ、セトモルファ・ルテラ、ヒメアカカツオブシ
ムシ

検疫有害動物の付着している検査荷
⼝の全部のくん蒸⼜は焼却

⼗六 乾燥植物類（乾
燥牧草を除く。）

1 乾燥果実及び乾燥野菜、そ
ばがら、葉たばこ、みずご
け、もみがら等及びさく葉標
本
 
2 乾燥花き 

オーストラリアヒョウホンムシ、トリコリヌス・タバキ、
トリボリウム・デストルクトル

検疫有害動物の付着している検査荷
⼝の全部のくん蒸⼜は焼却

⼗七 わら類 稲わら、⻨わら及びなわ、む
しろその他のわら⼯品

ムギチャイロカメムシ 検査荷⼝の全部の焼却

フタスジカスミカメ
 
イネいもち病菌、オオムギ⿊さび病菌、ムギ条斑病菌 

検疫有害動物の付着している検査荷
⼝の全部のくん蒸⼜は焼却。検疫有
害植物の付着している検査荷⼝の全
部⼜は検疫有害植物の付着している
ものの焼却

⼗⼋ ⽊材 1 南洋材、⽶材、北洋材等 アメリカマツノキクイムシ、オナガキバチ、キアシツヤナ
ガシンクイムシ、シロホシアナアキゾウムシ、スギカミキ
リ、セスジキクイムシ、ダグラスモミオオキクイムシ、ボ
クトウガ、ヨーロッパニレノキクイムシ

検疫有害動物の付着している検査荷
⼝の全部⼜は検疫有害動物の付着し
ているもののくん蒸、熱処理、⽔
没、薬剤処理⼜は焼却

2 まだけ、もうそうちく等
 

ディノデルス・ブレウィス 検疫有害動物の付着している検査荷
⼝の全部のくん蒸⼜は焼却

⼗九 前各項に掲げる
もの以外の植物及び
容器包装

－ イエカミキリ、スジマダラメイガ、トロゴデルマ・グラブ
ルム、ヒメアカカツオブシムシ、ホソナガシンクイムシ

検疫有害動物の付着している検査荷
⼝の全部のくん蒸⼜は焼却

⼆⼗ 輸⼊を許可され
た輸⼊禁⽌品

－ 輸⼊を許可された検疫有害動植物以外の検疫有害動植物 検査荷⼝の全部⼜は検疫有害動植物
の付着しているもののくん蒸、熱処
理⼜は焼却

 
備考 この表に掲げる植物、検疫有害動植物は、例⽰であって、ここに例⽰されていないものについては、この表に準じて措置するものとする。
 
本表…全部改正〔昭和⼆七年七⽉農林省告⽰⼆九〇号〕、⼀部改正〔昭和三三年⼀⼆⽉農林省告⽰⼀〇六⼀号・四七年六⽉⼀〇〇⼀号〕、全部改正〔平
成四年六⽉農林⽔産省告⽰七⼀五号・九年三⽉三五⼆号〕、⼀部改正〔平成⼀〇年⼀⼀⽉農林⽔産省告⽰⼀七四九号・⼀七年四⽉六七⼆号・⼀⼋年七⽉
⼀〇四⼋号・⼀九年三⽉四〇〇号・⼆〇年九⽉⼀三七⼋号・⼆三年三⽉五四三号・⼆四年七⽉⼀⼋三⼆号・⼆⼋年七⽉⼀〇四⼋号・令和⼆年五⽉九三七
号〕
 
 
別表第三  消毒⽅法の基準〔第四条〕 

⽅法

 
検疫有害動
植物の種類

実施⽅針の基準
 
 

摘要
 薬量⼜は濃度 処理時間  温度
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⼀ 薬剤浸せき ⽊本植物、草本植物、
さし⽊、つぎ⽊、ほ
⽊、だい⽊等の外部に
付着する各種の検疫有
害植物

チオファネートメチル⽔和剤五〇〇倍液 ⼀〇分 常温  

種⼦の外部に付着する
各種の検疫有害植物

チウラム・ベノミル⽔和剤⼆〇倍液 ⼀〇分 － 三〇分 常温  

さつまいも、ばれいし
ょ、球根類等の外部に
付着する各種の検疫有
害植物

チウラム・ベノミル⽔和剤⼆〇倍液
銅⽔和剤五〇－⼀〇〇倍液

⼀〇分 － ⼆〇分
⼆〇分

常温
常温

 

⼆ 薬剤粉⾐ 栽培⽤の各種の種⼦の
外部に付着する検疫有
害植物

チウラム⽔和剤
種⼦⼀キログラムにつき⼆－五グラム

混⼊後放置 常温  

三 乾熱処理 ⽶、⻨、雑穀等に付着
する各種の検疫有害植
物及びコクジツセンチ
ュウ

 
⼀時間
三時間

⼀〇〇度以上
九〇度以上

 

四 温湯浸せき ⽶、⻨、雑穀等に付着
する各種の検疫有害植
物及びコクジツセンチ
ュウ

 
三〇分 － 四五分
三〇分

四五度
六〇度

温湯の温度を精密に
保つこと。
処理後乾燥するこ
と。

球根類に付着するハナ
アブ及びアザミウマ

 ⼀時間三〇分－ 
                   ⼆時間

四四度

五 塩⽔選 げんげに混⼊する菌核 ⽐重⼀・⼀〇の塩⽔   浮上した菌核⼜は⻨
⾓を除去、焼却する
こと。⻨に混⼊する⻨⾓ ⽐重⼀・⼆〇の塩⽔   

六 ⻘酸ガス倉
庫くん蒸

栽培の⽤に供する⽊本
植物、草本植物及びそ
の部分⼜は果実の表⾯
に付着するカイガラム
シ、アブラムシ、アザ
ミウマ、コナジラミ等
の検疫有害動物

倉庫⼀⽴⽅メートルにつき⻘化ソーダ
⼀〇・⼋グラム
五・四グラム

 
三〇分
   〃

 
⼀〇度 － ⼆〇度
⼆〇度以上

植物の表⾯に⽔分の
ある場合及び葉を有
する植物に対しては
薬害について注意す
ること。 

果実の表⾯に付着する
カイガラムシ類

倉庫⼀⽴⽅メートルにつき液体⻘酸
⼀・⼋グラム

 
三〇分

 
⼀〇度 － ⼆〇度

七 ⻘酸ガス天
幕くん蒸

かんきつ樹その他果樹
類に付着するカイガラ
ムシ類

⼀⽴⽅メートルにつき液体⻘酸
⼀・⼋グラム
四・五グラム
⼀⽴⽅メートルにつき⻘化ソーダ
五・四グラム
⼀〇・⼋グラム

 
⼀五分
⼆〇分 － 三〇分
 
⼀五分
⼆〇分 － 三〇分

 
⼆〇度以上
⼀〇度以下
 
⼆〇度以上
⼀〇度以下

くん蒸時の温度によ
りくん蒸時間を注意
すること。

⼋ 臭化メチル
倉庫くん蒸

種⼦⼜は果実の内部に
⾷⼊する検疫有害動物

倉庫⼀⽴⽅メートルにつき
四⼋・五グラム
四〇・五グラム
三⼆・五グラム
⼆四・五グラム
⼀六・〇グラム

 
⼆時間
   〃
   〃
   〃
   〃

 
   五度以上
⼀〇  〃
⼀五  〃
⼆〇  〃
⼆五  〃

倉庫内のガス濃度を
均⼀にするよう考慮
すること。

栽培の⽤に供する植物
及びその部分に付着す
る検疫有害動物

倉庫⼀⽴⽅メートルにつき
四⼋・五グラム
三⼆・五グラム

 
⼆時間
   〃

 
⼀五度
⼆〇〃

袋詰めされた⽶、⻨、
えんどう、コプラ、コ
コア⾖、コーヒー⾖、
こしょう等（粉状及び
かす状のものを除
く。）に付着する検疫
有害動物（コクジツセ
ンチュウを除く。）

倉庫⼀⽴⽅メートルにつき
⼆六グラム
⼆⼀グラム
⼀五グラム

 
四⼋時間
    〃
    〃

 
⼀〇度以下
⼀〇度 － ⼆〇度
⼆〇度以上

ガスを倉庫の上部か
ら噴出させること。
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袋詰めされたとうもろ
こし、きび、もろこし
等（粉状及びかす状の
ものを除く。）に付着
する検疫有害動物（コ
クジツセンチュウを除
く。）

倉庫⼀⽴⽅メートルにつき
三四グラム
⼆七グラム
⼆⼀グラム

 
四⼋時間
    〃
    〃 

 
⼀〇度以下
⼀〇度 － ⼆〇度
⼆〇度以上

袋詰めされただいず、
いんげん、らっかせい
等（粉状及びかす状の
ものを除く。）に付着
する検疫有害動物（コ
クジツセンチュウを除
く。）

倉庫⼀⽴⽅メートルにつき
四⼆グラム
三五グラム
⼆六グラム

 
四⼋時間
    〃
    〃

 
⼀〇度以下
⼀〇度 － ⼆〇度
⼆〇度以上

袋詰めされたそば、ひ
まの種⼦及びべにばな
の種⼦並びに⽶、とう
もろこし、だいず等の
粉状及びかす状のもの
に付着する検疫有害動
物（コクジツセンチュ
ウを除く。）

倉庫⼀⽴⽅メートルにつき
五⼀グラム
四⼀グラム
三〇グラム

 
四⼋時間
    〃
    〃 

 
⼀〇度以下
⼀〇度 － ⼆〇度
⼆〇度以上

⽊材に付着するキクイ
ムシ等の検疫有害動物

倉庫⼀⽴⽅メートルにつき
四⼋・五グラム
三⼆・五グラム

 
⼆四時間
    〃 

 
⼀五度以下
⼀五度以上

九 臭化メチル
サイロくん蒸

ばら積みされた⽶、⻨
等（粉状及びかす状の
ものを除く。）に付着
する検疫有害動物（コ
クジツセンチュウを除
く。）

サイロ⼀⽴⽅メートルにつき
三三グラム
⼆⼋グラム
⼆⼀グラム

 
四⼋時間
    〃
    〃

 
⼀〇度以下
⼀〇度 － ⼆〇度
⼆〇度以上

ばら積みにされた植
物の内部にガスが浸
透するよう⼀定時間
ガスを循環させるこ
と

ばら積みされたとうも
ろこし、きび、もろこ
し等（粉状及びかす状
のものを除く。）に付
着する検疫有害動物
（コクジツセンチュウ
を除く。）

サイロ⼀⽴⽅メートルにつき
四五グラム
三七グラム
⼆⼋グラム

 
四⼋時間
    〃
    〃

 
⼀〇度以下
⼀〇度 － ⼆〇度
⼆〇度以上

ばら積みされただい
ず、いんげん、らっか
せい等（粉状及びかす
状のものを除く。）に
付着する検疫有害動物
（コクジツセンチュウ
を除く。）

サイロ⼀⽴⽅メートルにつき
四九グラム
四〇グラム
⼆九グラム

 
四⼋時間
    〃
    〃

 
⼀〇度以下
⼀〇度 － ⼆〇度
⼆〇度以上

⼗ 燐化アルミ
ニウム倉庫くん
蒸

袋詰めされた⽶、⻨、
とうもろこし、だい
ず、コプラ等（ふす
ま、ぬか等の⼀次加⼯
品を含む。）に付着す
る検疫有害動物（グラ
ナリアコクゾウムシ、
ヒメアカカツオブシム
シ及びコクジツセンチ
ュウを除く。）

倉庫⼀⽴⽅メートルにつき、燐化⽔素と
して〇・七五グラム

七⽇間
 
 
 
六⽇間
 
 
 
五⽇間

五度以上
⼀〇度未満
 
 
⼀〇度以上
⼆〇度未満
 
 
⼆〇度以上 

五度未満の場合は使
⽤しないこと。
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袋詰めされた⻨、とう
もろこし及びもろこし
に付着するグラナリア
コクゾウムシ

倉庫⼀⽴⽅メートルにつき、燐化⽔素と
して⼆・〇グラム

三〇⽇間

⼆〇⽇間

九⽇間

六⽇間

⼀〇度以上
⼀五度未満

⼀五度以上
⼆〇度未満

⼆〇度以上
⼆五度未満

⼆五度以上

⼀〇度未満の場合は
使⽤しないこと。

⼀〇度以上⼆〇度未
満の場合は別表第四
に掲げる特A級の倉
庫を使⽤すること。

⼆〇度以上の場合は
別表第四に掲げる特
A級⼜はA級の倉庫を
使⽤すること。

⼗⼀ 燐化アル
ミニウムサイロ
くん蒸

ばら積された⽶、⻨、
とうもろこし、だいず
等（ふすま、ぬか等の
⼀次加⼯品を含む。）
に付着する検疫有害動
物（グラナリアコクゾ
ウムシ、ヒメアカカツ
オブシムシ及びコクジ
ツセンチュウを除
く。）

サイロ⼀⽴⽅メートルにつき、燐化⽔素
として⼆・〇グラム

七⽇間

六⽇間

五⽇間

 五度以上
⼀〇度未満

⼀〇度以上
⼆〇度未満

⼆〇度以上

五度未満の場合は使
⽤しないこと。

ばら積みされた⻨、と
うもろこし及びもろこ
しに付着するグラナリ
アコクゾウムシ

サイロ⼀⽴⽅メートルにつき、燐化⽔素
として⼆・〇グラム

三〇⽇間

⼆〇⽇間

九⽇間

六⽇間

⼀〇度以上
⼀五度未満

⼀五度以上
⼆〇度未満

⼆〇度以上
⼆五度未満

⼆五度以上

⼀〇度未満の場合は
使⽤しないこと。

⼀〇度以上⼆〇度未
満の場合は別表第五
に掲げる特A級のサ
イロを使⽤するこ
と。

⼆〇度以上の場合は
別表第五に掲げる特
A級⼜はA級のサイロ
を使⽤すること。

⼗⼆ ⼆酸化炭
素倉庫くん蒸

袋詰めされた⽶、⻨、
とうもろこし、きび、
もろこし等（粉状及び
かす状のものを除
く。）に付着する検疫
有害動物（グラナリア
コクゾウムシ、ヒメア
カカツオブシムシ及び
コクジツセンチュウを
除く。）

倉庫内の濃度
四〇 － 五〇％

⼆⼀⽇間
⼀四⽇間
⼀〇⽇間

⼆〇度 － ⼆五度
⼆五度 － 三〇度
三〇度以上

倉庫内のガス濃度を
均⼀にするよう考慮
すること。
別表第四に掲げる特
A級の倉庫を使⽤す
ること。

倉庫内の濃度
五〇％以上

⼀四⽇間
⼀〇⽇間

⼆〇度 － ⼆五度
⼆五度以上

⼗三 ⼆酸化炭
素サイロくん蒸

ばら積みされた⽶、
⻨、とうもろこし、き
び、もろこし等（粉状
及びかす状のものを除
く。）に付着する検疫
有害動物（グラナリア
コクゾウムシ、ヒメア
カカツオブシムシ及び
コクジツセンチュウを
除く。）

サイロ内の濃度
四〇 － 五〇％

⼆⼀⽇間
⼀四⽇間
⼀〇⽇間

⼆〇度 － ⼆五度
⼆五度 － 三〇度
三〇度以上

ばら積みされた植物
の内部にガスが浸透
するよう⼀定時間ガ
スを循環させるこ
と。
別表第五に掲げる特
A級のサイロを使⽤
すること。

サイロ内の濃度
五〇％以上

⼀四⽇間
⼀〇⽇間

⼆〇度 － ⼆五度
⼆五度以上

⼗四 臭化メチ
ル、燐化⽔素及
び⼆酸化炭素の
混合ガス倉庫く
ん蒸

切り花に付着する検疫
有害動物

倉庫⼀⽴⽅メートルにつき、臭化メチル
として⼀四グラム、燐化⽔素として三グ
ラム及び⼆酸化炭素五％

四時間 ⼀五度 ⼆酸化炭素の投薬に
続いて臭化メチルと
燐化⽔素を混合した
ガスを投薬し、倉庫
内のガス濃度を均⼀
にするよう考慮する
こと。別表第四に掲
げる特A級の倉庫を
使⽤すること。
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⼗五 熱湯処理 ⽊材に⾷⼊するキクイ
ムシ等の検疫有害動物

温槽内の温度
⼋〇度以上

⼀⼆時間 湯の温度を均⼀にす
るよう考慮するこ
と。

⼗六 ⽔没処理 ⽊材に⾷⼊するキクイ
ムシ等の検疫有害動物

三〇⽇以上 常温 淡⽔⼜は海⽔中に完
全に⽔没すること。

⼗七 MEP⼜は
マラソンを含む
油剤の散布

⽊材に付着するキクイ
ムシ等の検疫有害動物

⼆・〇％のMEP⼜はマラソン及び灯油の
混合剤を⽊材の表⾯⼀平⽅メートル当た
り三〇〇⽴⽅センチメートル以上 

常温

備考 この表（⼗の項及び⼗⼀の項のグラナリアコクゾウムシに係る部分並びに⼗⼆項から⼗四の項までを除く。）に掲げる倉庫くん蒸の場合の実施⽅法
の基準は別表第四に掲げるB級の倉庫を、サイロくん蒸の場合の実施⽅法の基準は別表五に掲げるB級サイロをそれぞれ標準としたものである。

本表…全部改正〔昭和⼆七年七⽉農林省告⽰⼆九〇号〕、⼀部改正〔昭和三三年⼀⼆⽉農林省告⽰⼀〇六⼀号・四六年⼀⽉⼀七⼋・⼀〇⽉⼀⼋⼀⼆号・
五九年⼀〇⽉農林⽔産省告⽰⼆⼀六⼋号・平成七年⼀⽉⼋⼆号・六⽉⼋〇⼆号〕、全部改正〔平成九年三⽉農林⽔産省告⽰三五⼆号〕、⼀部改正〔平成
⼀⼋年七⽉農林⽔産省告⽰⼀〇四⼋号・令和⼆年五⽉九三七号・七⽉⼀⼆九⼋号〕

別表第四  倉庫の基準〔第四条〕 
区分＼級別

特A級
A級 B級 C級

くん蒸ガス保有⼒（空倉
庫⼀⽴⽅メートルにつき
臭化メチル⼀〇グラムを
使⽤した場合の四⼋時間
後のガス残存率）

⼋五％以上 七〇％以上 五五％以上 四〇％以上

屋根⼜は天井 次の各号の⼀に該当するもの
⼀  厚さ三ミリメートル以上のベニヤ板張りのもの
⼆  野地板の上にアスファルトルーフイング（⼆⼀平⽅メートル当たり⼀〇キ
ログラム以上のもの）を敷き、フエノール樹脂等で完全に⽬⽌めしてあるも
の
三 野地板の上⼜は下にしつくい⼜はモルタル（ラスモルタルを含む。以下同
じ。）を⼆センチメートル以上塗り、フエノール樹脂、クラフト紙等で完全
に⽬⽌めをしてあるもの
四  野地板の上に粘⼟⽬⽌め⼜は六センチメートル以上の置⼟をしたものであ
つて、フエノール樹脂、クラフト紙等で完全に⽬⽌めしてあるもの
五  前各号の⼀と同等以上の気密性及び耐久性を有すると認められるもの

同左 同左 同左

外壁及び仕切壁 次の各号の⼀に該当するもの
⼀  厚さ九センチメートル以上のコンクリート造りのもの
⼆  厚さ⼀五センチメートル以上の⽯、れんが⼜はコンクリートブロック造り
のもの
三  厚さ〇・⼆七ミリメートル以上の亜鉛鉄板張りのもの
四  厚さ三ミリメートル以上のベニヤ張りのもの
五  厚さ三センチメートル以上のモルタル塗りのもの
六  厚さ⼀⼆センチメートル以上の⼟⼜はしつくい塗りのもの
七  前各号の⼀と同等以上の気密性及び耐久性を有すると認められるもの

同左 同左 同左

床 厚さ⼀⼆センチメートル以上のコンクリート造りのもの⼜はこれと同等以上
の気密性及び耐久性を有すると認められるもの

同左 同左 同左

屋根、天井、外壁、仕切
壁及び床の接合部

次の各号の⼀に該当するもの
⼀  コンクリート⼜はモルタルで塗りづめしたもの
⼆  しつくい、フエノール樹脂等で塗りづめしたもの
三  前各号の⼀と同等以上の気密性及び耐久性を有すると認められるもの

同左 同左 同左

⼾⼝、窓、換気孔等 鉄扉、亜鉛鉄板、板⼾等で完全に密閉しうるものであつて、ガス測定⽳及び
投薬⼩⼾扉があるもの

同左 同左 同左

錠及び網⼾ 扉、くぐり⼾等の出⼊⼝に錠及び網⼾が常時備え付けてあるもの 同左 同左 同左

本表…追加〔昭和⼆七年七⽉農林省告⽰⼆九〇号〕、⼀部改正〔昭和三三年⼀⼆⽉農林省告⽰⼀〇六⼀号〕、全部改正〔昭和四六年⼀⽉農林省告⽰⼀七
⼋号〕、⼀部改正〔平成七年⼀⽉農林⽔産省告⽰⼋⼆号〕

別表第五  サイロの基準〔第四条〕 
区分＼級別

特A級
A級 B級 C級

18



くん蒸ガス保有⼒（空サイロ⼀⽴⽅メ
ートルにつき臭化メチル⼀〇グラムを
使⽤した場合の四⼋時間後のガス残存
率

⼋五％以上 七〇％以上 五五％以上 四〇％以上

構造 コンクリート⼜は鉄綱板造りのもの 同左 同左 同左

循環装置 投薬終了後⼆時間以内にガスを均⼀化する循環装置のあるもの 同左 同左 同左

本表…追加〔昭和四六年⼀⽉農林省告⽰⼀七⼋号〕、⼀部改正〔平成七年六⽉農林⽔産省告⽰⼋〇⼆号〕 

公式SNS 関連リンク集 バナーはこちら 農林⽔産省
トップページへ

住所︓〒231-0003 神奈川県横浜市中区北仲通5-57 横浜植物防疫所
電話︓植物防疫所へのお問合せ先
法⼈番号︓5000012080001

ご意⾒・ご質問 アクセス・地図

サイトマップ プライバシーポリシー リンクについて・著作権 免責事項

Copyright : Yokohama Plant Protection Station､The Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries of Japan
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